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忘れない、いつもの暮らしにクルマの点検 

～ 点検整備
．．．．

やらないと ～ 
 

9月･10月は「自動車点検整備推進運動」の強化月間です 

 
自 動 車 は 、 使 用 期 間 や 走 行 距 離 に 応 じ て 劣 化 や 故 障 が 生 じ ま す 。 不 具 合 や

故 障 等 の ト ラ ブ ル を 未 然 に 防 ぎ 、 環 境 に 優 し い ド ラ イ ブ を 実 現 す る た め に は 、

自 動 車 ユ ー ザ ー ひ と り ひ と り の 、 点 検 ・ 整 備 へ の 意 識 向 上 が 欠 か せ ま せ ん 。  

こ の た め 近 畿 運 輸 局 で は 、 年 間 を 通 し て 実 施 し て い る 「 自 動 車 点 検 整 備 推

進 運 動 」 を 、 特 に ９ 月 ・ １ ０ 月 を 強 化 月 間 と 位 置 づ け て 、 点 検 ・ 整 備 の 重 要

性 を 啓 発 す る と と も に 確 実 な 点 検 ・ 整 備 の 励 行 を 積 極 的 に 推 進 す る こ と と し

て い ま す 。  

 

【 近 畿 地 区 の 取 り 組 み 】  

近 畿 運 輸 局 管 内 の 各 府 県 の 支 局 で は 、 近

畿 地 区 自 動 車 整 備 連 絡 協 議 会 と 連 携 し 、 点

検 ・ 整 備 啓 発 ラ ッ ピ ン グ を 施 し た 自 動 車 「

点 検 ・ 整 備 推 進 Car」 を 運 行 し 、 道 の 駅 や

観 光 地 、 大 型 シ ョ ッ ピ ン グ モ ー ル な ど で ポ

ス タ ー 掲 示 の お 願 い や 自 動 車 ユ ー ザ ー の 皆

様 へ チ ラ シ 等 を 配 布 す る こ と に よ り 点 検 整

備 の 重 要 性 を 啓 発 す る こ と と し て い ま す 。  

各 府 県 の 活 動 予 定 は 別 紙 の と お り で す 。  

 

 

点 検 ・ 整 備 推 進 Carの 活 動 状 況 に つ い て は 、 X（ 旧 Twitter） 「 近 畿 運 輸 局  

自 動 車 整 備 」 で お 知 ら せ し ま す 。  

X（ 旧 ： Twitter） ア カ ウ ン ト ： ＠ kinki_unyukyoku 

 

※ こ の 他 の 取 り 組 み は 令 和 ６ 年 度 自 動 車 点 検 整 備 推 進 運 動 強 化 月 間 実 施

細 目 の と お り 。  

 

 問 い 合 わ せ 先  

（ 所 属 ）  自 動 車 技 術 安 全 部 整 備 課  

（ 担 当 ）  竹 内 ・ 里  

（ 電 話 ）  ０ ６ － ６ ９ ４ ９ － ６ ４ ５ ３  
 

て ん け ん く ん  
)  

つ な ぎ ち ゃ ん  
)  

昨年の点検・整備推進Carでの活動の様子 

配 付 先 ： 青 灯 ク ラ ブ /陸 運 記 者 会  

 



点検整備
やらないと

忘れ
ない
、いつ

もの暮らしにクルマの点検
自 動 車 点 検 整 備 推 進 運 動

安全と環境保全には、点検・整備が必要です

▶自動車の点検・整備のことが詳しくわかります
www.tenken-seibi.com

▶クルマの愛情点検チェックガイド

■推進：国土交通省　自動車点検整備推進協議会　■後援：内閣府　警察庁　環境省　■協力：独立行政法人自動車技術総合機構　軽自動車検査協会　独立行政法人自動車事故対策機構
一般社団法人  日本自動車整備振興会連合会
一般社団法人  日本自動車工業会
一般社団法人  日本自動車販売協会連合会
一般社団法人  全国軽自動車協会連合会
一般社団法人  日本中古自動車販売協会連合会
日本自動車輸入組合  
一般社団法人  日本自動車連盟（順不同）

一般社団法人  全国自家用自動車協会
公益社団法人  日本バス協会
公益社団法人  全日本トラック協会
一般社団法人  全国ハイヤー・タクシー連合会
一般社団法人  全国レンタカー協会
一般社団法人  日本自動車タイヤ協会

全国石油商業組合連合会
一般財団法人  自動車検査登録情報協会
公益財団法人 日本自動車教育振興財団
一般社団法人  日本損害保険協会
全国共済農業協同組合連合会
全国労働者共済生活協同組合連合会

一般社団法人  日本自動車部品工業会  
全日本自動車部品卸商協同組合
全国自動車電装品整備商工組合連合会
一般社団法人  自動車用品小売業協会
一般社団法人  電池工業会
全国ディーゼルポンプ振興会連合会

日本自動車車体整備協同組合連合会
一般社団法人 日本自動車車体工業会
全国タイヤ商工協同組合連合会
全国自動車部品販売店連合会
一般社団法人  日本自動車部品協会  
全国オートバイ協同組合連合会

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t3/t3-1/

「自動車点検整備推進運動」に関する情報や各種チラシ等はこちら
※各地域の取組については、最寄りの運輸局にお問い合わせください

www.tenken-seibi.com/m/s/index.html



令和６年度 点検整備推進Carによる啓発活動予定（９月） （参考資料）

啓発活動は30分～1時間を予定しており、交通の状況により開始時間が変わる可能性があります。

道の駅「愛彩ランド」 R6.9.2

大阪府岸和田市岸の丘町３－６－１８ (月)

阪神高速 泉大津PA（海側） R6.9.2

大阪府泉大津市なぎさ町６－１ (月)

浜寺公園 R6.9.22

大阪府堺市西区浜寺公園町２ (日)

道の駅「舟屋の里伊根」 R6.9.28

京都府与謝郡伊根町字亀島459 (土)

道の駅 丹後王国「食のみやこ」 R6.9.28

京都府京丹後市弥栄町鳥取123 (土)

神戸情報文化ビル前 R6.9.30

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7 (月)

道の駅「みき」 R6.9.30

兵庫県三木市福井2426 (月)

道の駅「丹波おばあちゃんの里」 R6.9.30

兵庫県丹波市春日町七日市７１０ (月)

道の駅「レスティ唐古・鍵」 R6.9.19

奈良県磯城郡田原本町唐古７０－１ (木)

道の駅「かつらぎ」 R6.9.19

奈良県葛城市太田1257 (木)

道の駅「飛鳥」 R6.9.19

奈良県高市郡明日香村越6番2号 (木)

道の駅「竜王かがみの里」 R6.9.27

滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡1231-2 (金)

道の駅「湖北みずどりステーション」 R6.9.27

滋賀県長浜市湖北町今西1731-1 (金)

高島市農業公園マキノピックランド R6.9.27

滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1 (金)

道の駅「藤樹の里あどがわ」 R6.9.27

滋賀県高島市安曇川町青柳1162-1 (金)

道の駅「びわ湖大橋米プラザ」 R6.9.27

滋賀県大津市今堅田3-1-1 (金)

道の駅「かつらぎ西」 R6.9.10

和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠田東1271番地28 (火)

道の駅「柿の郷くどやま」 R6.9.10

和歌山県伊都郡九度山町入郷5番5 (火)

道の駅「紀の川万葉の里」 R6.9.10

和歌山県伊都郡かつらぎ町窪487-2 (火)

道の駅「ねごろ歴史の丘」 R6.9.10

和歌山県岩出市根来2020番地の1 (火)

大
阪
府

① 13:30～ 台風接近に伴い中止します。

② 15:00～ 台風接近に伴い中止します。

③ 11:15～
2024おおさか交通安全ファミ
リーフェスティバルへ参加
（車両展示なし）

兵
庫
県

① 9:30～ 神戸ハーバーランド前

② 11:00～

京
都
府

① 10:30～

② 13:30～

11:30～

③ 14:30～

③ 14:30～

和
歌
山
県

① 10:00～

②

奈
良
県

① 9:30～

②

滋
賀
県

① 9:30～

② 11:10～

③ 13:25～

④ 14:45～

④ 14:20～

⑤ 15:30～

11:15～

③ 13:15～



令和６年度 点検整備推進Carによる啓発活動予定（10月） （参考資料）

啓発活動は30分～1時間を予定しており、交通の状況により開始時間が変わる可能性があります。

イオンモール りんくう泉南 R6.10.8

大阪府泉南市りんくう南浜3-12 (火)

道の駅「ウッディー京北」 R6.10.15

京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８ (火)

道の駅 「美山ふれあい広場」 R6.10.15

京都府南丹市美山町安掛下23－１ (火)

道の駅 「スプリングスひよし」 R6.10.15

京都府南丹市日吉町中宮ノ向8番地 (火)

道の駅 「京都新光悦村」 R6.10.15

京都府南丹市園部町曽我谷縄手１５－３ (火)

神戸情報文化ビル前 R6.10.1

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7 (火)

道の駅「みき」 R6.10.1

兵庫県三木市福井2426 (火)

道の駅「丹波おばあちゃんの里」 R6.10.1

兵庫県丹波市春日町七日市７１０ (火)

イオンモール 橿原 調整中

奈良県橿原市曲川町7丁目20‐1 調整中

道の駅「竜王かがみの里」 R6.10.17

滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡1231-2 (木)

道の駅「湖北みずどりステーション」 R6.10.17

滋賀県長浜市湖北町今西1731-1 (木)

高島市農業公園マキノピックランド R6.10.17

滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1 (木)

道の駅「藤樹の里あどがわ」 R6.10.17

滋賀県高島市安曇川町青柳1162-1 (木)

道の駅「びわ湖大橋米プラザ」 R6.10.17

滋賀県大津市今堅田3-1-1 (木)

道の駅「くしもと橋杭岩」 R6.10.8

和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川1549番地8 (火)

道の駅「すさみ」 R6.10.8

和歌山県西牟婁郡すさみ町江住808-1 (火)

道の駅「海南サクアス」 R6.10.8

和歌山県海南市下津町小南51番地1 (火)

京
都
府

① 9:30～

④ 14:45～

駐車場にて1時間程度予定
※雨天時中止

大
阪
府

① 10:30～

③ 13:30～

② 11:00～

兵
庫
県

① 9:30～ 神戸ハーバーランド前

② 11:00～

③ 14:30～

② 11:10～

奈
良
県

① 10:00～ 駐車場で２時間程度

④ 14:20～

③

② 13:50～

③ 15:50～

和
歌
山
県

① 11:30～

滋
賀
県

① 9:30～

⑤ 15:30～

13:25～



 

別添 
令和６年度 自動車点検整備推進運動強化月間実施細目 

 

近畿運輸局 

 

主催機関・団体は、相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にしつつ、以下、

各組織の特性を生かした取組を実施する。 

 

１．自動車の点検・整備を推進するための広報啓発活動 
※広報活動の際は、可能な限り、「自動車点検整備推進運動」という名称、並びに国土交

通省及び協議会で作成するキャッチコピー・ロゴを使用すること。 

(1) イベント等の実施 
近畿運輸局、近畿運輸局管内各運輸支局、神戸運輸監理部兵庫陸運部、近畿運輸局管

内自動車検査登録事務所及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所（以下、「各

運輸支局等」という。）は、 

○近畿地区協議会構成団体が開催するイベント（登壇者や発言者等が２人以上いる場

合には、可能な限りその性別に偏りがないように努めること。以下同じ。）が円滑

に実施されるようバックアップする。 

○近畿地区協議会構成団体の協力を得ながら、イベント来場者等を対象に、本運動の

関心及び点検・整備の必要性や重要性の認識についてのアンケート調査を行う。 

 

近畿地区協議会構成団体は、 

○地域の実情等を踏まえ、次の内容を参考にしつつ、より多くの使用者に点検・整備

の必要性や重要性が伝わる地域イベントの開催に努める。 

・日常点検を実施しない使用者に対しては、「無料点検コーナー」や「マイカー点検

教室」等の参加・体験・実践型の催しを通して、点検・整備の実施方法等を説明す

ることで、誰もが容易に実施できる内容であることをPRする。 

・定期点検を実施しない使用者に対しては、「点検・整備なんでも相談コーナー」等

を活用し、新品部品と使用により劣化した部品のサンプルを見せながら、定期点検

を怠った場合の不具合事例、事故事例及び経済的負担事例等を交えて、定期点検整

備の必要性を説明するとともに、車検と定期点検整備の違いや車検時と比較して費

用や手間がかからないことをPRする。その際、本省で作成した啓発資料も参考とす

る。 

 

自販連等自動車販売に関わる団体は、 

○自動車点検整備推進運動の強化月間中における新車の発表会等を利用して、使用者

を対象に無料点検等の実施に努め、点検・整備の必要性や重要性について呼びかけ

る。このとき、大型車の使用者にも啓発するように努める。 

 



 

(2) 総合的な広報・啓発活動の実施 
各運輸支局等、近畿地区協議会構成団体、機構1、軽検協2及びNASVA3は、 

○本省で作成するポスターを来訪者の目につきやすい場所へ掲示するとともに、チラ

シについても窓口等へ備え置き、又は配布する。自家用自動車の使用者を対象とし

たポスター・チラシ等については、イベント等に参加した10代から30代の若者世

代へ積極的に展開するよう努める。 

 

各運輸支局等は、 

○次のツールを活用した広報・啓発を、それぞれ[ ]内の団体の協力を得ながら積極的

に実施する。 

・マスメディア等（テレビ、新聞、ウェブサイト、ＳＮＳ等を含む。特に、10代か

ら30代の若者世代に焦点）[近畿地区協議会構成団体] 

・啓発ワッペン及びのぼり[機構、軽検協、管内各府県自動車整備振興会] 

・公共施設、競技場等の掲示板 

・バス車両の前面を利用した横断幕の掲示[近畿バス団体協議会] 

○近畿地区協議会による啓発活動が円滑に実施されるよう協力する。 

 

各運輸支局等及び近畿地区協議会構成団体は、 

○庁舎の館内放送、イントラネット等によって、団体や所属職員等（可能であれば訪

問者も含む）が所有する自動車の確実な点検・整備の実施を呼びかける。 

 

各運輸支局等は、 

○各地方公共団体、公共交通機関、高速道路株式会社等に対し、利用者の目につきや

すい場所へのポスターの掲示やデジタルサイネージの使用、チラシの配布について

協力を要請する。 

○各地方公共団体で発行する広報紙や自治会回覧紙に掲載を依頼するなどして、より

広く使用者に確実な点検・整備の実施を呼びかけるよう努める。 

○令和３年10月に新規追加した点検項目「車載式故障診断装置の診断の結果」や大型

車の車輪脱落事故、車両火災事故防止対策について、チラシを申請窓口などへ備え

置く又は配布するなどして、使用者に対し確実な点検・整備の実施を啓発する。 

 

近畿地区協議会構成団体は、 

○各団体で実施している会議の機会や会報、機関誌及びホームページ等を利用して傘

下会員及び参加者等へ点検・整備の必要性や重要性を周知する。その際、協議会で

設置したホームページサイトも積極的に広報する。 

 

 
1 独立行政法人自動車技術総合機構 
2 軽自動車検査協会 
3 独立行政法人自動車事故対策機構 



 

 

近畿地区自動車整備連絡協議会、自販連近畿ブロック協議会、一般社団法人近畿トラ

ック協会、近畿バス団体協議会、日本自動車タイヤ協会近畿支部は、 

○国土交通省や連絡会4で作成する大型車の車輪脱落事故や車両火災の防止に必要な

点検・整備を啓発する広報物等を来訪者の目につきやすい場所へ掲示するとともに、

チラシ等についても事業者の窓口や応接コーナー等へ備え置き、又は配布する。 

 

機構及び軽検協は、 

○継続検査の際に定期点検整備未実施だった使用者に対し、各運輸支局等と連携して、

定期点検整備の確実な実施を呼びかける。 

 

近畿地区自動車整備連絡協議会は、 

○定期点検整備の必要性と保守管理の重要性について説明した動画（ＤＶＤ）を活用

し、使用者への啓発に努める。 

○自動車のカット・エンジン、ブレーキ装置模型、カット・シャシ模型等を活用し、

使用者の保守管理意識の高揚を図る。 

 

(3) 講習等の実施 
各運輸支局等、近畿地区協議会構成団体は、互いに協力しながら、 

○講習・出前講座を実施する。 

○点検・整備に関する実技講習や無料点検を実施する。 

 

(4) 整備不良等に起因する事故防止の啓発 
各運輸支局等は、近畿地区協議会構成団体の協力を得ながら、 

○整備不良等に起因する大型車の車輪脱落事故や車両火災事故等を防止するため、整

備管理者研修、運行管理者講習、自動車検査員研修、整備主任者研修等の機会を活

用して、受講者に対し本運動の目的、実施事項等について周知するとともに点検・

整備の必要性や重要性の啓発に努める。この場合において、本省で作成した啓発資

料や連絡会構成団体の製作ツール等を活用し、点検・整備の確実な実施による事故

防止について周知を行う。 

○自家用自動車の整備管理者に対し、関係団体等が主催する講習会等への自主的な参

加を促すよう努める。 

○運送事業者が選任する整備管理者に対しては、輸送の安全の確保が最大の使命であ

ることを改めて確認するとともに、「事業用自動車総合安全プラン2025」を踏まえ

つつ、貨物自動車運送事業者の場合は「大型車の車輪脱落事故防止に係る令和５年

度緊急対策」（以下、車輪脱落事故防止緊急対策）に基づく適切なタイヤ脱着作業

について、バス事業者の場合は「バス火災防止のための点検整備のポイント」や「貸

切バス予防整備ガイドライン」に基づく整備管理方法について、整備管理者研修に

 
4 大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会 



 

おいて教示する。 

 

近畿地区自動車整備連絡協議会、自販連近畿ブロック協議会、一般社団法人近畿トラ

ック協会、近畿バス団体協議会、日本自動車タイヤ協会近畿支部は、 

○大型車の使用者からタイヤ脱着を伴う点検・整備やタイヤ交換作業の依頼を受ける

傘下事業者に対し、車両の引き渡し時等において、使用者に「５０ｋｍ～１００ｋ

ｍ走行後にホイール・ナットの増し締めの実施が必ず必要である」ことが確実に伝

わるよう、点検整備記録簿・作業実施報告書等にわかりやすく記載して説明すると

ともに、チラシ等を活用して増し締めの確実な実施について周知するよう努める。 

○傘下事業者に対し、増し締めを実施したときは、点検整備記録簿・作業実施報告書

等に「増し締め実施済み」と記載するよう指導する。 

 

(5) 出前講座等の実施 
各運輸支局等は、 

○自動車教習所や運転免許センターに対して、ポスターの掲示等の要請のほか、その

機関に指導教員として所属する職員へ、学科教本の中に記載されている点検・整備

の必要性や重要性と実施方法を特に強力に指導してほしい旨を伝えるなど、積極的

な働きかけを行うよう努める。 

 

各運輸支局等は、近畿地区協議会構成団体の協力を得ながら、 

○自動車整備士養成施設等に赴き、本省で作成した啓発資料等を活用し、点検・整備

の実施方法、点検・整備を怠った場合の不具合事例、事故事例及び経済的負担事例

等を交えながら、点検・整備の必要性や重要性を説明する出前講座を行うよう努め

る。 

 

２．使用者に対する調査・指導等 
(1) 街頭検査等での啓発・指導 
各運輸支局等、機構及び軽検協は、 

○近畿地区協議会構成団体の協力を得ながら、街頭検査を活用してチラシ等の配布を

行い、点検・整備の必要性や重要性の啓発を行うとともに、点検整備済ステッカー

や自動車検査証備考欄（記入欄・余白を含む。）及び検査標章裏面の点検実施状況

の情報を活用し、定期点検整備未実施の使用者等に対して、定期点検整備の確実な

実施を指導する。なお、期日の過ぎた点検整備済ステッカーは保安基準不適合とな

る可能性があるため、剥がすよう指示する。 

 

各運輸支局等は、 

○運送事業者に対して、車輪脱落事故防止緊急対策２．（２）①～③に基づく事故防

止対策の徹底を図るための周知・指導を計画的に実施する。 

○協議会構成団体と効果の得られる地域や点検内容等を協議し、次の事項を重点的に

実施するよう関係事業者へ要請する。 



 

・運送事業者の事業用自動車を対象とした、黒煙濃度の悪化に大きな影響を与える

装置（例：エア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料ポンプ等）の点検・

整備を実施する。 

・特定整備事業者の事業場に入庫した一般整備車両を対象とした、使用者の理解を

得て実施する黒煙濃度の測定及び黒煙濃度の悪化に大きな影響を与える装置（例：

エア・クリーナ・エレメント等）の点検・整備を実施する。 

 

各運輸支局等は、 

○冬用タイヤの交換時期等をとらえて街頭検査を実施し、車輪脱落事故防止緊急対策

に基づく適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着後の増し締め、日常点検の確実な実施

等の啓発を行うとともに、運転者の理解を得て、ホイール・ナットの締め付け状態

の確認を行うなど実効性のある活動に努める。 

 

(2) ハガキ等による点検整備実施状況の調査・指導等 
各運輸支局等は、 

○前検査でユーザー車検を受けようとする使用者に対し、検査受付時に定期点検整備

を確実に実施するよう指導等を行う。なお、事業用自動車及び自家用大型貨物自動

車の使用者に対しては、事前の周知を行った上で中間の点検（３ヶ月定期点検等）

の実施状況についても確認し指導等を行う。 

○不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口に寄せられた情報を基に、該当する車両の使

用者に対しハガキを送付して自主点検を促すとともに、点検・整備の必要性や重要

性を啓発する。 

○確実な定期点検整備の励行を促進するため、継続検査時の点検整備実施状況につい

て、自動車検査証備考欄への記録や検査標章裏面への記載により、使用者へ周知す

る。 

 

(3) 公用車の定期点検整備実施の徹底 
各運輸支局等は、 

○各運輸支局等が保有する公用車について、確実な予算確保と執行を含めた定期点検

整備実施の徹底図る。 

 

３．地方独自の実施事項等 

各運輸支局等は、近畿地区協議会、近畿地区自動車整備連絡協議会及び管内各府県自

動車整備振興会の協力のもと、「点検・整備推進Car（点検・整備啓発ラッピング車）」

を運行し、点検・整備励行の広報活動を行うとともに、各運輸支局等及び近畿地区協議会

で組織する「キャラバン隊」を結成し点検・整備の重要性を訴える周知活動を行う。 



（参考）昨年度の自動車点検整備推進運動

○10代～３０代、長期使用車両ユーザーに重点を置
き、自動車ユーザーに点検整備の重要性を啓発。

点検整備の重要性の啓発

○大型車の車輪脱落事故防止のため、適切なタイヤ脱着作業及び、
タイヤ脱着後の保守管理を実施するように周知・指導。

大型自動車に関する適切な点検整備の実施方法の啓発

○自動車ユーザーに適切な点検整備の実施の必要性を理解してもらうため、国土交通省と自動車
関係３１団体で構成する「点検整備推進協議会」及び自動車関係１5団体で構成する「大型車
の車輪脱落事故防止に係る啓発活動連絡会」が中心となって「自動車点検整推進運動」を実施。

○９，１０月を強化月間として、点検整備の重要性、大型自動車に関する適切な点検整備の実施
方法等の啓発を重点的に実施。

概要

具体的な取り組み

・ 点検推進Carを活用した道の駅等での啓発活動
・ ポスター・チラシ等を用いた広報
・ 点検整備を推進するイベント等の開催
・ 講習や無料点検等を実施

○大型車・運送事業者に特化したチラシ等を用いて、点検整備
実施を啓発。

点検整備推進car

年度別の大型車の車輪脱落事故の発生件数

○令和３年１０月より、12ヶ月毎の定期点検項目に追加された「車載式故障診断装置（ＯＢＤ）の診断
の結果」について周知し、使用者に対して確実な点検・整備の実施を啓発。

改正自動車点検基準の周知・啓発

1



（参考）昨年度の実施結果概要（近畿）

2

○マスメディアを活用した広報
新聞：２紙３回掲載
ラジオ：１番組
ネット：１サイト
広報紙：１０紙１４回掲載

○電光掲示板
国道事務所：８事務所
その他：５箇所

○点検・整備推進Ｃａｒによる広報
２１箇所

○イベントでの啓発
９箇所

○研修・講習会
３６回 ３８５３人

○その他

支局構内等におけるのぼり、垂れ幕、懸垂
幕、デジタルサイネージ、ポスター掲示、チ
ラシ配布など

奈良県庁ホームページ


